
広島市有料老人ホーム設置運営指導要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」という。）第２９

条第１項に規定する有料老人ホームについて、法及び老人福祉法施行規則（昭和３８年厚生

省令第２８号）に定めるもののほか、本市内における有料老人ホームの設置運営に関する事

務手続等を定め、広島市有料老人ホーム設置運営指導指針（以下「指針」という。）と一体

的に運用することにより、有料老人ホーム事業の安定と入居者の居住環境の向上を図ること

を目的とする。 

なお、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条第１項の

登録を受けているものにあっては、この要綱の第４条から第１１条の規定は適用せず、広島

市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱及び広島市サービス付き

高齢者向け住宅変更届出等取扱要領によることとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、「設置予定者」とは、本市内に有料老人ホームを設置しようとす

る者をいう。 

２ この要綱において、「設置者」とは、本市内に有料老人ホームを設置した者をいう。 

 

第３条 削除 

 

（事前協議） 

第４条 設置予定者は、有料老人ホームの設置について、あらかじめ、市長に協議（以下「事

前協議」という。）を行うものとする。 

２ 事前協議は、設置予定者が都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定によ

る許可又は第４３条第１項の規定による許可（これらの許可を要しない場合にあっては、建

築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定による確認（既存の建築物の用

途を有料老人ホームに変更する場合は、届出））の申請前に、これらの申請を要しない場合

にあっては、法第２９条第１項に規定する届出の前に、別記様式第１号の有料老人ホーム設

置事前協議書（以下「事前協議書」という。）に別記様式第２号の広島市有料老人ホーム設

置運営指導指針適合状況確認表（以下「適合確認表」という。）及び別表に掲げる書類を添

付し、市長に提出することにより行うものとする。 

３ 市長は、事前協議書を受領したときは、関係各課に情報提供を行うものとする。 

４ 事前協議は設置予定者と行うものとし、設計事務所、コンサルティング会社等の設置予定

者以外の者のみとは、原則行わないものとする。 



（協議の取下げ） 

第５条 設置予定者は、第４条による事前協議書を提出した後に計画を取り止める場合は、別

記様式第３号の有料老人ホーム設置事前協議取下書を市長に提出するものとする。 

 

（設置届等） 

第６条 設置予定者は、建築確認通知書を受領した後、有料老人ホームの建設工事の着工前に、

別記様式第４号の有料老人ホーム設置届書（以下「設置届」という。）に別表に掲げる書類

を添付し、市長に提出するものとする。この場合において、第４条第２項の規定により提出

した適合確認表及び別表に掲げる書類に変更があったときは、併せて変更後の書類も提出す

るものとする。 

２ 市長は、設置届を受領したときは、関係各課に情報提供を行うとともに、別記様式第５号

の有料老人ホーム設置届受領通知書（以下「受領通知書」という。）を設置予定者に交付す

るものとする。 

３ 設置予定者は、受領通知書を受領した後に入居者の募集を開始するものとする。 

４ 入居契約は、内金の納入を含め、その名称・形態を問わず、第２項に定める通知がされる

前に行わないものとする。 

 

（建築工事の着工届等） 

第７条 建設工事の着工は、相当数の入居見込者が確保されるまでの間については、入居一時

金の返還債務についての銀行保証等が付された後に行うものとする。 

２ 設置予定者は、有料老人ホームの建設工事の着工に際して、別記様式第６号の建設工事着

工届に入居一時金の返還債務についての銀行等の保証書及び建設工事工程表を添えて、あら

かじめ市長に提出するものとする。 

 

（事業開始報告） 

第８条 設置者は、有料老人ホームの事業を開始したときは、別記様式第７号の有料老人ホー

ム事業開始報告書に別表に掲げる書類を添付し、速やかに市長に提出するものとする。この

場合において、第４条第２項の規定により提出した適合確認表及び別表に掲げる書類に変更

があったときは、併せて変更後の書類も提出するものとする。 

２ 市長は、事業開始報告書を受領したときは、関係各課に情報提供を行うものとする。 

 

（届出を行っていない設置者） 

第９条 既に開設している有料老人ホームであって、法第２９条第１項に規定する届出を行っ

ていない設置者は、別記様式第４号の設置届に別表に掲げる書類を添付し、速やかに市長に

提出しなければならない。 



２ 市長は、設置届を受領したときは、関係各課に情報提供を行うとともに、受領通知書を設

置者に交付するものとする。 

 

（変更届等） 

第１０条 設置者は、第６条第１項による設置届の届出事項に変更を生じたときは、変更の日

から一月以内に、別記様式第８号の有料老人ホーム変更届書を市長に提出するものとする。 

２ 設置者は、前項の規定にかかわらず、入居定員の増減を伴う変更、施設の類型の変更又は

増改築を行おうとする場合にあっては、関係各課と必要な調整を行うとともに、入居者への

十分な説明を行った上で有料老人ホーム変更届書を市長に提出するものとする。 

３ 設置者は、その事業を休止し、又は廃止するときは、その廃止又は休止の一月前までに、

関係各課と必要な調整を行った上で、別記様式第９号の有料老人ホーム休止・廃止届書を市

長に提出するものとする。 

 

（定期報告） 

第１１条 設置者は、「有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について」（平成３０年３月

３０日付老高発０３３０第３号）及び法２９条第１１項に基づき、毎年８月末日までに、次

の各号に定める書類によって市長に運営状況を報告するものとする。 

⑴ 毎年７月１日現在の有料老人ホーム重要事項説明書 

⑵ 直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表 

⑶ 他業を営んでいる場合には、他業に係る直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の

財務諸表 

⑷ 親会社がある場合には、当該親会社の業務に係る直近の事業年度の貸借対照表、損益計

算書等の財務諸表 

⑸ 最新の募集パンフレット 

⑹ その他市長が指定する書類 

 

（事故報告等） 

第１２条 設置者は、有料老人ホーム内で重大な事故が発生した場合又は災害等により被害を

被った場合には、直ちに市長にその状況を報告するものとする。 

 

（情報の公表） 

第１３条 設置者は、第１１条各号に定める書類を入居者及び入居希望者の求めに応じ閲覧に

供するよう努めるとともに、求めがあればそれらの写しを交付するよう配慮するものとする。 

２  市長は、第１１条に定める有料老人ホーム重要事項説明書を、介護サービス情報公表シス

テム又は市ホームページに掲載することにより、情報の公表を行う。 



（事業収支計画の見直し） 

第１４条 設置者は、３年ごとに有料老人ホームに係る事業収支計画の見直しを行うものとす

る。 

２ 設置者は、前項による見直しの内容が、直近の事業年度の財務諸表と乖離がある場合には、

原因及び対処方針等を市長に報告するものとする。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、有料老人ホームの設置及び運営の指導に関して、必

要な事項は別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年９月３０日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年１１月８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


